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※前納月数の算定（市県民税の場合）

第2期納期前

第3期納期前

第4期納期前 5月分

第3期

6 7 8

1月分

3月分

第2期

4 5

◎第1期の納期内に1期から4期までの全期分を納付した場合のみ対象で前納報奨金を差引いた金
額で納付できます。また、口座振替制度を利用され、全期前納を申請されている方についても
前者のとおり自動振替により納付できます。
①交付率及び限度額…0.5%、10万円
②報奨金の計算方法…2期目以降の各納期分の税額×交付率（0.5/100）×納付前に係る月数
　　　　　　　　　　※納付前に係る月数は、市県民税は9ヶ月、固定資産税は12ヶ月

9 11210

納期

月

21,721 千円

事
業
概
要

実施の背景

目　的
（何をどうしたいのか）

千円

21,721

市税前納報奨金事業

納税推進課・管理係

21年度（決算）

千円

千円

事務区分

千円

千円

0.1 人

人

納税意欲の向上及び税負担感の軽減等により滞納防止を図るとともに、年度当初の財源確保と
徴収事務の効率化によって安定的な市政運営を推進する。

23年度（決算） 22年度（決算）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 市民部

課長　板橋信雄

予算事業名 平成17年度

地方税法・かすみがうら市税条例

上位施策事業名

■直接実施

固定資産税・市県民税（普通徴収分）

24年度（予算）

21,721 千円

0.1

関連事業
（同一目的事業等）

800

国県支出金の内容

事
業
費

千円

千円 28,213

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

20,885千円20,000

千円

担当課･係名

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

27,177 人

税収の早期確保や納税者の納税意欲の高揚を図ることを目的として創設されました。しかし、制度の創
設時から社会情勢は大きく変化し、金融機関等での窓口納付や口座振替制度の普及、近年においては
コンビニ納付の導入により自主納付に対する意識も浸透し、所期の目的が達成されている。

千円

千円

11

第1期

千円

800

28,833

28,213

かすみがうら市総合計画第５章第４節　財源の確保

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事業費合計 千円

対　象
（誰・何を対象に） ％

根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務

事業内容
（手段、手法など）

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コ
ス
ト

千円総事業費

0.1担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金

千円

人

1,000

0.1 千円

臨時職員等

7,620

財源

内訳

地方債

27,620

人
人
件
費

7,620

千円

県税徴収事務委託金（前納報奨金分）

一般財源

27,620財源合計

28,833

千円

26,620 千円

その他特財の内容

千円

28,833 千円

千円

0.1 千円

20,921

千円7,9480.1 人

前納報奨金額　20,920（千円）/14,009（件）
【内訳】
固定資産税　16,454,320円／11,182件（対象件数全体：19,146件）
市県民税　　 4,466,440円／ 2,827件（対象件数全体： 8,031件）

千円

千円

人

28,213 千円

7,796

20,417 千円

人

人

千円

人 7,796

人

千円

千円 千円

千円

千円

千円

千円

第4期

千円

事業費内訳
（平成23年度分）

その他特財

0.1 人

人 7,948 0.1

事業番号１－３ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。



市税前納報奨金事業

事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 平成17年度

事業番号１－３ 平成24年度 

3,486

①納税意欲の向上及び税負担感の軽減
　数値的検証では、前納件数の増加から、納税意欲の向上及び税負担感の軽減に寄与しており、滞納防止
に繋がっているものと考えられる。
②年度当初の財源確保と徴収事務の効率化
　年度内納税額の約4割が前納されていることや、前納分についての2期目以降の徴収事務が軽減されるこ
とにより、安定的な市政運営を推進している。

単位

15,522

35.2 34前納対象件数に占める前納割合（市県民税） ％

16,616

4,267千円

件

16,454

前納報奨金額（市県民税）

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

◎県内44市町村中20市町村が実施　※市では32市中13市が実施
【住民税】　　　20市町村中13市町村が実施。※Ｈ22～Ｈ24に住民税を廃止した市町村は7市町村
【固定資産税】　20市町村中全市町村が実施。
　※限度額、交付率は市町村により違いがある
　
◎実施20市町村における交付率及び限度額
【限度額】1万円（１市）,3万円（1市3町1村）,5万円（7市1町1村）,10万円（4市1町）

【交付率】0.2/100（1市）,0.3/100（1市1村）,0.35/100（1市）,0.5/100（6市3町1村）,1.0/100（4市2町）

10,975

57.358.4

14,009

前納対象件数に占める前納割合（固定資産税）

前納報奨金額（固定資産税）

Ｈ22年度

◎市税の収納率が低迷する現状において確実かつ効率的に徴収できる施策は、滞納防止を推進する上で不
可欠である。
◎年度当初の財源確保により計画的な予算執行が図れることや徴収事務に係る負担が軽減されることで、
滞納処分や専門的な事案について早期かつ的確に対応できる。
【課題】
◎市県民税を給与または公的年金から天引き（特別徴収）されている方（全体の約65％）については本制
度の適用がなく、さらには適用される税目が限定され全期分を一括納付できる者に限られる為、制度を見
直しする事により納税者間に不平等感がなくなる。
◎本制度は、厳しい財政事情を背景として、多くの自治体において行財政改革や市町村合併を契機に制度
廃止や交付率・交付限度額の見直しが行われているが、一度廃止し、再検討している市がある。
◎他市町村とのバランスのほか様々な市民感情や財政状況を見極めながら、随時検討を進めていく制度で
ある。

前納件数（固定資産税） 件

13,944

1,493

前納件数（市県民税） 件 2,827 2,703

％

4,466

14,461

4,894

Ｈ21年度

11,182

58.6

【成果指標名】

11,241

Ｈ23年度

32.5

Ｈ23年度

Ｈ21年度

1,4111,497

Ｈ22年度

特記事項

単位当たりコスト

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

◎昭和25年シャウプ勧告に基づく税制改革により、早期税収確保や自主納税意識の高揚を目的として創設
された
【本市における前納報奨金交付率の移り変わり】
　　　　年度　　　　　交付率　　 限度額
平成16年度　　　　　　0.5/100　　10万円　（霞ヶ浦町）
平成16年度　　　　　　0.8/100　　10万円　（千代田町）
平成17～24年度　　　　0.5/100　　10万円　（かすみがうら市）

事
業
実
績

【活動指標名】

前納件数

活動実績

円

千円

事業費

単位

前納件数（市県民税・固定資産税）

事
業
成
果

成果
（目標達成状況）

成果目標
（指標設定理由等）

／

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。


